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医療的ケア児在宅レスパイト事業の実施について 

 

令和４年１０月２６日 

 

医療的ケア児の家族への新たな支援事業を開始します！ 
～医療的ケア児を見守る家族にもレスパイト（休息）を～ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ○ 名称 

  宇都宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業 

 
 ○ 対象者 

   市内在住の医療的ケアを必要とする１８歳までの児童（※）の介護を 

行っている家族 

※ １８歳到達後，最初の３月３１日まで対象 

 

○ サービス内容 

・ 医療的ケア児の家族が利用している訪問看護ステーション等の看護師

が，対象者の自宅において医療的ケアをともなう介護を提供 

・ １日あたり，１時間以上～４時間以内，年間４８時間を上限（※） 

※ 年度単位とし，令和４年度は２０時間を上限 

・ 医療保険が適用される訪問看護と併用が可能 

【利用例】医療保険と本事業の併用で３時間の休息時間の確保 

                                                               ３時間の 

                                     休息等 

 

・ 利用者の自己負担はなし 

※ 医療保険適用分についても，こども医療費等により自己負担はなし 

 

○ 事業開始日 

令和４年１１月１日                 裏面あり  

たん吸引や人工呼吸器の使用など，日常生活において医療的処置やケアを必要

とする医療的ケア児は，主に家族が在宅で介護しています。 

そのため，医療的ケア児とその家族を地域で支えるサービスとして，訪問看護

ステーション等の看護師が，家族の代わりに介護を提供し，家族の休息時間の確

保や介護負担の軽減，きょうだい児（※）と過ごす時間の創出を目的とする「在

宅レスパイト事業」を開始します。 

（※）「きょうだい児」とは障がいある児童の兄弟姉妹のこと 

県内初 

医療保険適用分 

（1 時間 30 分） 

医療的ケア児在宅ﾚｽﾊﾟｲﾄ適用 

（1 時間 30 分） 
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＜参考＞ 

〇 申込の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 その他，医療的ケア児が利用可能な主なサービス 

事業名 事業概要 

１ 
重症障がい児者医

療的ケア支援事業 

・障がい者施設等において，日中における活

動の場を提供し，見守りを行うサービス 

・実施か所：１０か所 施
設
利
用 

２ 短期入所 

・在宅で介護している方が病気の場合など

に，施設に短期間宿泊し，介護等を行うサー

ビス 

・実施か所：１３か所 

３ 
居宅介護 

（ホームヘルプ） 

・ヘルパーが訪問し，自宅で入浴，排せつ，

食事の介護等を行うサービス 

・事業者数：６１事業者 在 

宅 

４ 訪問入浴サービス 

・自宅での入浴が困難な場合に，浴槽を自宅

に持ち込み，入浴の介護を行うサービス 

・事業者数：３事業者 

５ 移動支援事業 

・屋外で移動が困難な場合に，外出のための

支援を行うサービス 

・事業者数：４３事業者 

そ
の
他 

②利用申請 
⑤サービス提供・

利用 

④契 約 

医療的ケア児 

家族 

③利用決定 

市 訪問看護ステーション等 

①登録契約 

⑦支 払 

⑥報 告 

訪問看護ステーシ
ョン等を通しての
申請書提出も可 


